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Ｉ. 排出削減量の算定で考慮する温室効果ガス排出活動」（方法論項目3）

排出活動 排出活動の説明 排出源（設備等） 温室効果ガス 備考

ストーブでの化 石燃料の 使用 ス ト ー ブ に よ る 灯 油 、 ガ ス 、 電 力 の 消 費 各ストーブ CO2

排出活動 排出活動の説明 排出源（設備等） 温室効果ガス 備考

木 質 ペ レ ッ ト の 製 造 ペレットを製造する際の電力・灯油使用料 ペレット製造施設 CO2 破砕機・ペレタイザー・乾燥機等

未 利 用 材 の 搬 出 ・ 運 搬 未 利 用 材 の 搬 出 ・ 運 搬 に 伴 う 燃 料 使 用 トラック CO2 県内輸送のため算定必要無し

ペ レ ッ ト の 輸 送 木質ペレット利用者への運搬に伴う燃料使用 トラック CO2 県内輸送のため算定必要無し

※　方法論の「３．排出削減量の算定で考慮する温室効果ガス排出活動」に示される排出活動以外にも主要な排出活動がある場合には上記に記入すること。

※　欄が足りない場合には追加して記入すること。

プロジェクト排出量

ベースライン排出量
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Ⅱ. 算定式　（方法論項目4～6）

1.　排出削減量の算定　※方法論を参照し、以下に排出削減量の算定式及び値を記入する。

排出削減量ＥＲｙ

＝ ＢＥ木、ｙ － ＰＥ製、ｙ

＝ 122.4 － 5.0

＝ 117.4 〔ｔＣＯ２／年〕

2.　ベースライン排出量の算定　※方法論を参照し、以下にベースライン排出量の算定式及び値を記入する。

ベースライン排出量ＢＥ木、灯、ｙ

＝ BFC木,灯,y × Ｗ材、ｙ × ＧＣＶ木、ｙ × ＣＥＦ灯 × ηＰＪ ÷ ηＢＬ灯

＝ 126 × 1 × 20.5 × 0.0679 × 60 ÷ 86

＝ 122.4 〔tCO2／年〕

想定値

126

1

20.5

0.0679

60

86

3-1.　プロジェクト排出量の算定　※方法論を参照し、以下にプロジェクト排出量の算定式及び値を記入する。

プロジェクト排出量ＰＥ製、ｙ

＝ PE製、電、y ＋ PE製、化、y

＝ 5.0 ＋ 0.0

＝ 5.0 〔tCO2／年〕

　ＰＥ製、電、ｙ

＝ EC製,電(全),y × CEF電 ×（ BFC木,灯,y ＋ BFC木,都,y ＋ BFC木,電ｽ,y ＋ BFC木,電ｴ,y ＋ BFC木,A重,y ）÷ Ｑ製、ｙ

＝ 44.5 × 0.379 ×（ 126 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ）÷ 425

＝ 5.0 〔tCO2／年〕

　ＰＥ製、化、ｙ

＝ EC製,化(全),y × GCV製,化,y ×（ CEF製,化,y ＋ BFC木,灯,y ＋ BFC木,都,y ＋ BFC木,電ｽ,y ＋ BFC木,電ｴ,y ＋ BFC木,A重,y ）÷ Ｑ製、ｙ

＝ 0.132 × 36.7 ×（ 0.069 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ）÷ 425

＝ 0.0 〔tCO2／年〕

想定値

44.5

0.132

36.7

0.379

0.069

425

3-2.　プロジェクト排出量の算定　※方法論を参照し、以下にプロジェクト排出量の算定式及び値を記入する。

3-3.　プロジェクト排出量の算定　※方法論を参照し、以下にプロジェクト排出量の算定式及び値を記入する。

※欄が足りない場合は適宜欄を追加して記入すること。

パラメータ パラメーターの説明 単位 想定根拠 実際の使用予定値

ＢＦＣ木、灯、ｙ

Ｗ材、ｙ

デフォルト値を使用

ＧＣＶ木、ｙ

１年間に販売された木質ペレットの重量（灯油代替分）

木質ペレット原料の総熱量に占める未利用材の熱量の割合

販売された木質ペレットの単位発熱量

木質ペレットによって代替された灯油のＣＯ２排出係数

ペレットストーブの効率

ＣＥＦ灯

ηＰＪ

ηＢＬ灯

実測値（外部機関に
委託）を使用

ペレットストーブによって代替された灯油ストーブの効率

ｔ／年

－

ＧＪ／ｔ

ｔＣＯ２／ＧＪ

％

％

○ペレットストーブ
　１ｋｇ／１ｈ×12時間／１day×３０日×３．５ヶ月＝１．２６ｔ／１台
　１００台分のペレット消費重量は１．２６ｔ／１台×１００台＝１２６ｔ

アンケートおよび
購買伝票により集計

木質ペレットの原料は、全て未利用の間伐材である。 －

実際の使用予定値

同左

デフォルト値を使用

デフォルト値を使用

同左

同左

とやまペレットの木質ペレット品質基準による。

パラメータ パラメーターの説明 単位 想定根拠

供給業者が記録する
電力購買伝票を集計

GCV製,化,y 化石燃料（軽油）の単位発熱量 GJ／kl デフォルト値を使用 同左

EC製,電(全),y ペレット工場全体における電力消費量 MWh／年

平成２２年９月から平成２３年８月におけるペレット工場の、ペレット１ｔ
製造あたりの電力消費実績は３５３ｋＷｈである。年間１２６ｔ製造するこ
とを仮定すると、
３５３ｋＷｈ×１２６ｔ＝４４．５ＭＷｈとなる。

Ｑ製、ｙ ペレット工場における全製造量 t／年

CEF電 電力の排出係数 tCO2/MWh

CEF製,化,y

EC製,化(全),y ペレット工場全体における化石燃料（軽油）消費量 kl／年

t-CO2/GJ軽油の排出係数

販売伝票より把握

平成２２年９月から平成２３年８月におけるペレット工場の、ペレット１ｔ
製造あたりの灯油消費実績は０．３１Ｌｈである。年間４２５ｔ製造するこ
とを仮定すると、
０．３１Ｌｈ×４２５ｔ＝０．１３２ｋＬとなる。

供給業者が記録する
電力購買伝票を集計

電気事業連合会排出係数。2001年度公表値より。

デフォルト値を使用

同左

同左

2



様式3別紙 2010.07.01 第1.1版

Ⅲ. モニタリング詳細－活動量－（方法論項目7）

計量器の種類
計量器の
精度管理

計量器の
有効期限

Ⅳモニタリン
グフロー図に
記載した、モ
ニタリングポ
イントの番号
を記入

方法論に記載
されているパラ
メータを記入

モニタリングの対象とな
る燃料の種類を記入
「その他」を選択した場
合には備考欄に具体
的な燃料名を記入

測定方法・データ把握方法を記入

モニタリング方
法ガイドライン
「第Ⅱ部1.1モニ
タリングポイント
とモニタリング
パターン」を参
照しA～Cより選
択

測定頻度を記入

自社管理計量器を使
用している場合、計量
器の具体的種類を記
入

計量器の検定有無
や定期検査等に関
する情報を記入

計量器の有効
期限を記入

モニタリング方法
ガイドライン「第
Ⅱ部1.3精度確保
について」を参照
し、要求精度レ
ベルと自己精度
レベルを確認

想定排出削
減量の算定
に使用した値
を記入

特筆すべき事項があれば記入

1 Q個燃 一般炭 自社管理計量器にて把握する B：実測 月１回 ベルトスケール 検定付メータ 2014/5/1 ○ 500t

Ｐ１ BFC木,灯,y バイオマス（固体）
参加申込書とｱﾝｹｰﾄによる
購入量の把握

A-1：購買量 月１回 － － － ○

Ｐ２ BFC木,L,y バイオマス（固体）
参加申込書とｱﾝｹｰﾄによる
購入量の把握

A-1：購買量 月１回 － － － ○

Ｐ３ BFC木,都,y バイオマス（固体）
参加申込書とｱﾝｹｰﾄによる
購入量の把握

A-1：購買量 月１回 － － － ○

Ｐ４ BFC木,電ｽ,y バイオマス（固体）
参加申込書とｱﾝｹｰﾄによる
購入量の把握

A-1：購買量 月１回 － － － ○

Ｐ５ BFC木,電ｴ,y バイオマス（固体）
参加申込書とｱﾝｹｰﾄによる
購入量の把握

A-1：購買量 月１回 － － － ○

Ｐ６ BE木,L,y バイオマス（固体）
参加申込書とｱﾝｹｰﾄによる
購入量の把握

A-1：購買量 月１回 － － － ○

Ｐ７ BFC木,灯,y バイオマス（固体） 購買伝票より把握 A-1：購買量 月１回 － － － ○

Ｐ８ EC製,電(全),y 電力（系統） 購買伝票より把握 A-1：購買量 月１回 － － － ○

Ｐ９ EC製,化(全),y 灯油 購買伝票より把握 A-1：購買量 月１回 － － － ○

※モニタリング方法ガイドラインや方法論に記載されていない独自手法またはデータを用いてモニタリングする場合は、その方法を採用する合理的根拠やデータの出典を上記の表又は「Ⅶ備考」シートで説明すること。

備考測定頻度

自社管理計量器の使用

モニタリング
ポイントNo

パラメータ
燃料
種別

測定方法
計画値
［単位］

モニタリング
パターン

精度レベル
の確認
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Ⅲ. モニタリング詳細－発熱量・排出係数－（方法論項目7）

計量器の種類
計量器の
精度管理

計量器の
有効期限

Ⅳモニタリン
グフロー図に
記載した、モ
ニタリングポ
イントの番号
を記入

方法論に
記載されて
いるパラ
メータを記
入

モニタリング対象となる
燃料の種類を選択
「その他」を選択した場
合には備考欄に具体
的な燃料名を記入

モニタリング対
象となる項目
を選択

測定方法を選択
事業者自ら実測を行う場合、具体的な測
定方法を記入

測定頻度を記入

自社管理計量器を使
用している場合、計量
器の具体的種類を記
入

計量器の検定有無
や定期検査等に関
する情報を記入

計量器の有効
期限を記入

モニタリング方法
ガイドライン「第
Ⅱ部1.3精度確保
について」を参照
し、要求精度レ
ベルと自己精度
レベルを確認

想定排出削減量
の算定に使用した
値を記入

特筆すべき事項があれば記入

2 NCV材,y バイオマス（固体） 単位発熱量 実測値 JIS Z 7302-2:1999に準拠し測定 月1回 トラックスケール 検定付メータ 2013/10/1 ○ 2000t

Ｐ１０ GCV木,y バイオマス（固体） 単位発熱量 実測値 JIS Z 7302-2:1999に準拠し測定 年１回 外部機関に委託 － － ○

Ｐ６ CEF灯 灯油 排出係数 デフォルト値 － － － － － ○ 0.0678tCO2/GL

ηPJ バイオマス（固体） その他 デフォルト値 － － － － － ○ 60%

ηBL灯 灯油 その他 デフォルト値 － － － － － ○ 86%

CEF電 電力（系統） 排出係数 デフォルト値 － － － － － ○ 0.379tCO2/MWh

モニタリング
ポイントNo

パラメータ
燃料
種別

パラメータ
種類

備考測定頻度

自社管理計量器の使用

測定方法
計画値
［単位］

測定方法
詳細

精度レベル
の確認
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Ⅳ. モニタリングフロー図

排出源

燃料種別

　　婦負森林組合
　　立山山麓森林組合

　　　未利用材の運搬

Ｐ８　モニタリング ●　 　●　Ｐ１０　ペレット単位発熱量モニタリング
購買量　電力消費量 　　　　　実測値　→　外部機関

Ｐ９　モニタリング ●　 　●　　Ｐ７　ペレット出荷量モニタリング
購買量　灯油消費量 　　　　　販売量

ペレットの運搬（県内）　 　　※県内運搬のため算定対象外

Ｐ６　モニタリング
ペレット販売量

ペレットの運搬（県内）　 　　※県内運搬のため算定対象外

※使用するパラメータを全て記載すれば、必ずしも個別パラメータごとにフロー図を作成する必要はなく、一つのフローで全体を示しても良い。

※記入枠は必要に応じてコピーして増やすこと

ペレット販売店（７店）

排出削減量の算定に使用するモニタリングが必要なパラメータについて、燃料、電力等の受入から消費までの流れを
記載するとともに、各モニタリングポイントを明示する。

ペレット製造工程

モニタリングパターン電気・灯油 Ａ－１購買量、Ｂ実測

丸新志鷹建設（株）
ペレット工場

木質ペレットの製造

　・婦負森林組合木材加工センター（ﾌｫﾚｽﾄﾊｳｽ）
　・もりもりハウス（富山県西部森林組合直営店）
　・株式会社サンコー
　・株式会社三協住建
　・谷口板金
　・株式会社ミヤワキ建設
　・株式会社ユニテ

　ペレットストーブユーザー

P5　販売量　A-1
ペレット販売量(ｴｱｺﾝ代替)
Ｐ6　販売量　Ａ－1
ペレット販売量（合計）

P1　販売量　A-1
ペレット販売量(灯油代替)
P2　販売量　A-1
ペレット販売量(LPｶﾞｽ代替)
P3　販売量　A-1
ペレット販売量(都市ｶﾞｽ代替)
P4　販売量　A-1
ﾍﾟﾚｯﾄ販売量(電気ｽﾄｰﾌﾞ代替)

5
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Ⅴ. モニタリング体制図

Ｐ１０

項　　目

ペレット
販売量
（灯油

代替分）

ペレット
販売量
（LPｶﾞｽ
代替分）

ペレット
販売量

（都市ｶﾞｽ
代替分）

ペレット
販売量

（電気ｽﾄｰ
ﾌﾞ代替分）

ペレット
販売量
（ｴｱｺﾝ

代替分）

ペレット
販売量
（合計）

ペレット
販売量

電　力
消費量

灯　油
消費量

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４ Ｐ５ Ｐ６ Ｐ７ Ｐ８ Ｐ９

測定／記録者

モニタリング体制図を以下に記載すること（詳細については、モニタリング方法ガイドライン「第Ⅰ部２．２モニタリング体制の構築」を参照
のこと）。

ペレット単位発熱量
外部機関

丸新志鷹建設㈱木質ﾍﾟﾚｯﾄ工場ペレット燃料販売店および「とやま地球温暖化対策地域協議会」

排出削減量算定責任者
「とやま地球温暖化対策地域協議会」

会長　中田眞一

内部監査
富山県立大学 九里徳泰教授

「とやま地球温暖化対策地域協議会」理事

モニタリング報告書の作成
「とやま地球温暖化対策地域協議会」事務局

データの確認／承認者
丸新志鷹建設（株）木質ペレット工場　工場長 金谷寿春

データの確認／承認者
「とやま地球温暖化対策地域協議会」

会長　中田眞一

6
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Ⅵ. 品質保証（QA）及び品質管理（QC）

（１）　教育訓練

ペレットストーブ利用者及び利用希望者向けの参加説明会をとやま地球温暖化対策地域協議会

により実施。

ペレット製造工場、ペレット販売量の集計担当者、承認者に対する制度、モニタリング方法論の

説明の実施。

（２）　情報の保管

ペレット製造工場におけるデータは製造工場で、伝票の現物、集計データを保管する。

ペレット販売量のデータと全体の実績の集計データは、とやま地球温暖化対策地域協議会で

保管する

（３）　データの確認

データ測定記録者に加え、承認者によるダブルチェックを行う。

また、ペレット販売量については、ペレット製造業者の出荷量から妥当性を確認する。

（４）内部監査

内部監査は年に１度、とやま地球温暖化対策地域協議会理事が監査する。

監査内容は本「プロジェクト計画書」および本「モニタリング計画書」通りに実施されていることを

確認し、その結果を記録として保管する。

内部監査にて問題が発見された場合には、プロジェクト代表事業者の責任において是正処置を

実施する。

（５）測定機器の維持・管理

ペレット燃料の成分分析は外部機関に委託するので、本プロジェクトでは測定機器の使用は

ない。よって測定機器の維持・管理は該当がない。

※独自の様式や手順書等を作成している場合には本様式に添付しても良い。

データの品質を確保するための仕組みとして、データ収集・集計等体制の整備と個別データの信頼
性の向上について以下に記載すること。例えば、バイオマス燃料のモニタリングにおける手順や算
定基準に関する社内研修や、発熱量・含水率等の計量を行う計量器の精度管理等が想定される
（詳細については、モニタリング方法ガイドライン「第Ⅰ部２．２モニタリング体制の構築」を参照のこ
と）。
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Ⅵ. 備考

モニタリング項目等の説明で追加説明が必要な場合は、以下に詳細を記述する。
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